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衆
議
院
議
員
前
原
誠
司
君
提
出
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
伴
う
除
染
事
業
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
予
定
価
格
の
水
準
」
に
係
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
一
般
廃
棄
物
処
理
に
係
る
一
般
的
な
焼
却
施

設
の
一
日
当
た
り
処
理
能
力
で
除
し
た
処
理
能
力
一
ト
ン
当
た
り
の
単
価
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
見
積
も
ら
れ
た
内
訳
の
合
計
と
各
予
定
価
格
と
の
相
違
」
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十

九
年
四
月
七
日
内
閣
衆
質
一
九
三
第
一
七
四
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一
に
つ
い
て
で
お
示
し
し
た
予
定
価

格
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。
）
が
、
前
回
答
弁
書
四
に
つ
い
て
で
お
示
し
し
た
焼
却
施
設
等
建

設
工
事
費
、
運
営
維
持
管
理
経
費
及
び
処
理
経
費
の
合
計
額
に
環
境
影
響
調
査
費
及
び
解
体
撤
去
費
を
加
え
て
得
ら
れ
た
額

の
百
万
円
未
満
を
切
り
捨
て
、
そ
の
額
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す
る
額
を
加
え
て
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
こ
れ
ら
の
経
費
の
詳
細
な
内
訳
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
表
す
れ
ば
、
今
後
、
同
様
の
事
業
に
お
け
る

一



契
約
に
係
る
予
定
価
格
を
類
推
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
示
し
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
減
容
化
処
理
量
」
及
び
「
放
射
性
物
質
濃
度
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平

成
二
十
六
年
度
南
相
馬
市
対
策
地
域
内
廃
棄
物
処
理
業
務
（
減
容
化
処
理
）
、
平
成
二
十
五
年
度
富
岡
町
対
策
地
域
内
廃
棄

物
処
理
業
務
（
破
砕
選
別
、
減
容
化
処
理
）
、
平
成
二
十
六
年
度
葛
尾
村
対
策
地
域
内
廃
棄
物
処
理
業
務
（
減
容
化
処
理
）

及
び
平
成
二
十
六
年
度
浪
江
町
対
策
地
域
内
廃
棄
物
処
理
業
務
（
減
容
化
処
理
）
ご
と
の
平
成
二
十
八
年
度
末
時
点
に
お
け

る
①
焼
却
し
た
廃
棄
物
の
量
及
び
②
焼
却
施
設
か
ら
生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び
焼
却
灰
そ
の
他
の
燃
え
殻
（
以
下
「
ば
い
じ
ん

等
」
と
い
う
。
）
の
放
射
能
濃
度
（
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
の
放
射
能
濃
度
と
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
の
放
射
能
濃
度
と
の
合
計

を
い
う
。
）
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
二
十
八
年
度
末
時
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
業
務
に

お
い
て
設
置
し
た
焼
却
施
設
は
い
ず
れ
も
正
常
に
稼
働
し
て
お
り
、
ま
た
、
当
該
焼
却
施
設
か
ら
生
じ
た
ば
い
じ
ん
等
は
、

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放

射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
放
射
性
物
質

汚
染
対
処
特
措
法
」
と
い
う
。
）
等
の
関
係
法
令
に
従
っ
て
、
適
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



平
成
二
十
六
年
度
南
相
馬
市
対
策
地
域
内
廃
棄
物
処
理
業
務
（
減
容
化
処
理
）

①
九
万
千
七
百
五
十
四
ト
ン

②
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
三
百
三
十
ベ
ク
レ
ル
か
ら
二
万
八
千
ベ
ク
レ
ル

平
成
二
十
五
年
度
富
岡
町
対
策
地
域
内
廃
棄
物
処
理
業
務
（
破
砕
選
別
、
減
容
化
処
理
）

①
十
二
万
二
千
九
百
四
十
ト

ン

②
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
二
千
五
百
ベ
ク
レ
ル
か
ら
十
一
万
八
千
ベ
ク
レ
ル

平
成
二
十
六
年
度
葛
尾
村
対
策
地
域
内
廃
棄
物
処
理
業
務
（
減
容
化
処
理
）

①
十
万
千
百
五
十
二
ト
ン

②
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
当
た
り
四
百
十
ベ
ク
レ
ル
か
ら
十
九
万
ベ
ク
レ
ル

平
成
二
十
六
年
度
浪
江
町
対
策
地
域
内
廃
棄
物
処
理
業
務
（
減
容
化
処
理
）

①
十
三
万
四
千
九
百
二
十
八
ト
ン

②
一

キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
三
千
百
ベ
ク
レ
ル
か
ら
十
七
万
ベ
ク
レ
ル

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
単
位
（
㎥
乃
至
ト
ン
）
当
た
り
処
理
コ
ス
ト
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で

な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
物
質
収
支
及
び
放
射
能
収
支
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三



四
に
つ
い
て

可
燃
性
の
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
長
期
間
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
腐
敗
や
悪
臭
の
発
生
、
自
然
発
火
等
の
お
そ
れ
が
あ
る

た
め
、
そ
の
性
状
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
の
減
容
化
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
が
平
成
二
十
八
年
四
月
に
策
定
し
た
「
中
間
貯
蔵
除
去
土
壌
等
の
減
容
・
再
生
利
用
技
術

開
発
戦
略
」
に
お
い
て
示
し
て
い
る
と
お
り
、
福
島
県
内
の
除
染
に
よ
り
発
生
し
た
除
去
土
壌
等
（
放
射
性
物
質
汚
染
対
処

特
措
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
去
土
壌
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
最
終
処
分
場
の
選
定
に
は
長
い
期
間
を

要
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
ま
た
、
当
該
最
終
処
分
場
の
整
備
や
当
該
最
終
処
分
場
へ
の
対
象
物
の
搬
入
に
当
た
っ
て
も
相

当
程
度
の
期
間
を
要
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
中
で
、
早
期
に
除
去
土
壌
等
の
減
容
化
及
び
再
生
利
用
に
関
す
る
技
術
開
発

を
完
了
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
技
術
開
発
を
計
画
的
に
進
め
る
観
点
か
ら
の
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
学
識
経
験
者
で
構
成
さ
れ
る
「
中
間
貯
蔵
除
去
土
壌
等
の
減
容
・
再
生
利
用
技
術
開
発
戦
略
検
討
会
」
に

お
い
て
、
当
該
技
術
開
発
に
係
る
目
標
の
達
成
に
向
け
た
具
体
的
な
取
組
に
つ
い
て
進
捗
管
理
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

四



フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
除
染
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
現
場
の
状
況
に
応
じ
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
お
尋

ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
除
染
の
効
果
が
維
持
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
に
つ
い
て
、
汚
染
の

広
が
り
や
程
度
、
地
形
、
一
回
目
の
除
染
で
実
施
し
た
手
法
等
の
諸
条
件
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
実
施
の
可
否
を
判
断
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


